
緊急時における雇用調整助成金の在り方について
（事務局資料）
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平成28（2016）年熊本地震時の雇調金対象休業労働者数

支給率引き上げ等の特例措置の対象となった福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島県の震災前後の休業対象

労働者数の推移を見ると、震災発生後１年経過までに平時の状態に戻っている。
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30,327

震災前１年の月平均：約1,400人

発災日：2016年4月14日

発災後１年

年月

対象県に属している場合でも、データ上通常分か特例措置分かどちらで支給したか不明であるため、上記期間の全データを集計している。
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平成28（2016）年熊本地震時の雇調金支給日数

支給率引き上げ等の特例措置の対象（対象期間の初日が平成28年4月14日～10月13日）となった福岡、佐賀、長崎、

熊本、大分、宮崎、鹿児島県における事業所別雇調金支給日数は、100日以下が９割を超えている。

特例措置対象７県 熊本県のみ

10日以下

52%

20日以下

19%

30日以下
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40日以下
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50日以下
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受給事業所 905事業所 受給事業所 727事業所

令和8年1月末時点で、ハローワークシステムに入力されている支給データ（事業所番号毎）から集計
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平成30（2018）年７月豪雨時の雇調金対象休業労働者数

支給率引き上げ等の特例措置の対象となった岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び

福岡県の震災前後の休業対象労働者数の推移を見ると、震災発生後１年経過までに平時の状態に戻っている。

（2019年5月については個別企業の大規模休業事案があったため休業者数が増加している。）
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発災日：2018年6月28日～7月8日

震災前１年の月平均：約1,169人

発災後１年
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平成30（2018）年７月豪雨時の雇調金支給日数

支給率引き上げ等の特例措置の対象（対象期間の初日が平成30年7月5日～平成31月1月4日）となった

岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡県における事業所別雇調金支給日数は

100日以下が９割を超えている。

特例措置対象 1 1県 岡山、広島、愛媛県のみ

10日以下

47%

20日以下

17%

30日以下

11%

40日以下

8%

50日以下

4%

100日以下

9%

100日超え

4%

10日以下

49%

20日以下

18%

30日以下

11%

40日以下
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50日以下

3%

100日以下

8%

100日超え
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受給事業所 282事業所 受給事業所 234事業所

令和8年1月末時点で、ハローワークシステムに入力されている支給データ（事業所番号毎）から集計

平成30（2018年）10月中までに対象期間の初日が属するものについて集計 4



雇用保険適用事業所に占める雇調金受給事業所の割合の年次推移

雇用保険適用事業所に占める受給事業所の割合をみると、令和２年（2020年）に約18％、令和３年（2021年）に

約14％、令和４年（2022年）に約10％となり、いずれもリーマンショック期の最高値である平成22年（2010年）の

５％を大きく上回っている

※ JIPT労働政策研究報告書No.236から抜粋 5
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